
 

 

 

●貨物運送効率化事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定 

 

１．支援策の概要 

民間事業者が中心市街地において、貨物の輸送の効率化を図るとともに、交通渋滞の緩和や

環境負担の低減等による中心市街地内の交通環境の改善と地域住民の生活環境の改善を

図るために、共同集配施設を整備し、共同で集荷又は配送を行う事業に対し、国土交通大

臣が特定民間事業計画の認定を行います。 

特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第 47 条に規定する貨物利用運送事業法及び貨

物自動車運送事業法の特例を受けることができます。 

 

２．支援策の内容 

（１）支援策の要件 

① 実施場所 

共同集配事業が行われる地域は、当該中心市街地において、営業用貨物自動車による交

錯輸送が著しいことにより、貨物の運送の効率化を図ることが適切であると認められる

地域とする。 

共同集配のための施設を整備する事業が行われる地域は、中心市街地の区域の外であっ

ても差し支えない。 

② 事業主体 

法第 7 条第 9 項第 4 号イに規定する施設を整備する事業者と同号ロに規定する共同集配

事業を行う事業者は、同一主体でも、異なる主体でも差し支えない。なお、事業の円滑な

実施の観点から、事業実施に当たり許認可等を要する場合には、許認可等に係る関係法令

等を所管する行政機関等との十分な調整を図ることが必要である。イとロが異なる主体

の場合は共同で特定民間中心市街地活性化事業計画を申請することとする。 

ロに規定する事業を行う事業者は、既存運送事業者の全部又は大部分の集配を集約し、

積合貨物の運送を行う必要がある。 

③ 施設 

同号イに規定する施設は、必ずしも自動仕分けコンベア等高度な物流機器を備えている

必要はなく、共同集配事業を実施するために中心市街地から集荷された貨物の仕分け又は

当該中心市街地への貨物の配達に必要な仕分けを行うことができる施設及び規模を備え

ていれば足りる。 

本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本計画に記載さ

れた事業であって、協議会の協議を経ている必要があります。 
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（２）その他 

当該事業の国土交通大臣の認定申請は、法第 40 条第 3 項に掲げる事項を記載した特定民間

事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画を検討し、意見を付して、国土交通大

臣に送付しなければなりません。 

なお、本事業の実施については、以下の事項に留意する必要があります。 

① 貨物運送効率化事業の円滑な実施に当たっては、事前に十分、運送事業者間の調整を行

い、また、取引先の理解を得るなど共同集配事業が円滑に実施できるよう所要の措置を講

ずる必要があります。 

 また、利害の調整に当たっては、本事業が中心市街地に係る集配を行う運送事業者の全

部又は大部分が参加するものであるため、大企業と中小企業が一体となって実施すること

が十分想定されることから、このような場合には、中小企業に不当な負担を課すことがな

いよう配慮する必要があります。 

② 貨物運送効率化事業が円滑に実施され、その実施が一層促進されるためには、集配、荷

捌きの効率化、伝票類の統一化、貨物の追跡管理情報システムの高度化、事故時の責任体

制の明確化など、サービスレベルの向上に努める必要があります。 

 

３．問合せ先 

国土交通省 政策統括官付参事官（物流施設）室 

phone 03-5253-8111(内線 25-333) fax 03-5253-1559 


